
本資料の目的 

令和５年１２月１２日 

１ PFAS とは 

・ 有機フッ素化合物のうち、総称して「PFAS」と呼ぶ分類があり、その分類の中には１万種類

以上の物質があるとされています。 

・ PFAS の中でも、PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）、PFOA（ペルフルオロオクタン

酸）は、幅広い用途で使用されてきました。PFOS は、半導体用反射防止剤、金属メッキ処理

剤、泡消火薬剤などに、PFOA は、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤などに主に使われ

てきました。 

・ PFOS、PFOAについては、環境や食物連鎖を通じて人の健康や動植物の生息・生育に影響

を及ぼす可能性が指摘されています。このため、現在は製造や輸入が国際的に禁止されて

います。 

・ しかし、PFOS、PFOAは難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、現在も

北極圏なども含め世界中に広く残留しています。このため、残留しているものによる人の健

康への影響が問題となっています。 

２ 静岡市の対応の概要 

・ 静岡市は今年９月に市内の事業所のＰＦＡＳの製造使用履歴を調査しました。その結果、１事

業所で2013年まで使われていたことが確認されました。 

・ このため、ＰＦＡＳの環境への影響等の調査を開始しました。 

・ その後の対応の概要は以下のとおりです。 

（１）  水道水への影響の確認 ⇒ 問題なし ⇒ 安心して利用が可能 

（２）  河川・水路の水質調査 ⇒ 河川については問題なし。工場周辺水路の値が高い。 

（３）  事業者から工場排水のＰＦＯＡ濃度を聴き取り ⇒ 高濃度を確認 

（４） 三保、折戸、駒越地区の地下水ＰＦＡＳ濃度を調査  

⇒ 淡水地下水で暫定目標値を超えることを確認 

（５） 三保雨水ポンプ場のＰＦＡＳ濃度を調査 ⇒ 高濃度を確認 

（６） 排水、地下水等のPFAS濃度の低下対策等を決定（１２月１２日） 

（７） 市民の皆様への注意喚起 

 ⇒ 三保、折戸、駒越地区の淡水井戸については当分の間は飲用を控えてください。 

3 本資料について 

・ 本資料（１～８）は 12 月 12 日時点までの調査結果を踏まえ、PFAS への対応・対策につい

て静岡市の考え方をまとめたものです。 

（12月 12日 市長記者説明にて発表のものに一部加筆修正） 

担当 静岡市環境局環境保全課水質係 



令和５年 12 月 12 日市長記者説明 

発表資料 

１ ＰＦＡＳに関するこれまでの経緯 

（令和５年１２月８日まで） 

２－１ PFAS（PFOS・PFOA）の法令上の位置づけ、健

康への影響についての環境省等の見解 

２－２ PFAS と健康の問題（静岡市の暫定の見解） 

３ 静岡市水道水のPFAS濃度について 

４ 河川及び水路のPFAS調査の結果 

（１０月１０日、１１日） 

５－１ 三保半島の地下水の流れのイメージ図 

５－２ 地下水流動解析結果 

６ これまでの PFAS の影響範囲の考え方の総括

（12月８日まで） 

７－１ 三保雨水ポンプ場の排水の PFASの濃度とその

原因 

７－２ 地下水の追加調査結果 

８ 今後の対策 
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ＰＦＡＳに関するこれまでの経緯（令和５年１２月８日まで）

１ 調査の開始 

・静岡市は、全国的に河川や地下水のＰＦＡＳ濃度が高い地点があることが明らかになって

きたことから、過去にＰＦＯＳ等が使用された事業所を特定することにした。 

・このため、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

（ＰＲＴＲ法）」の報告義務が課せられた２０１０年度以前にＰＦＯＳ等を使用した可能

性がある大規模事業場を対象に、令和５年９月から使用実績について聞き取りを始めた。 

・その結果、市内の一事業場である「三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社(以下「当該

事業者」)清水工場（以下「当該工場」）」から「２０１３年以前は使用していたものの同年１２

月までには使用を取りやめた」との回答を得た。 

・このことを受け、市内の河川及び当該工場付近のＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの水質検査を実施

することを決めた。 

・検査を静岡市環境保健研究所で実施できるよう体制を強化することとした。（令和５年１

０月３１日より検査開始） 

２ 河川等６か所のＰＦＡＳ調査の結果（１１月１日市長記者会見で公表） 

・市は、令和５年１０月１０日、１１日に、市内５河川及び過去にＰＦＯＡの使用履歴のあ

った当該工場の周辺水路１地点の計６か所で実施したＰＦＡＳ調査の結果（速報値）を 

１１月１日に公表した。 

・調査の結果、当該工場周辺水路１地点で、国が要監視項目で定める公共用水域の暫定目標

値（ＰＦＯＳとＰＦＯＡの合算値 50ｎｇ/Ｌ）を超えるＰＦＡＳ（270ｎｇ/Ｌ）が検出さ

れた。 ※ ｎｇ（ナノグラム）は１０－９ｇを表す。 

・暫定目標値を上回るＰＦＡＳの検出結果を踏まえ、市は工場周辺の個人所有の井戸５か所

における地下水のＰＦＡＳ濃度の追加調査を実施することとした。 

３ 工場周辺井戸のＰＦＡＳ調査の結果（１１月８日市長記者会見で公表） 

・市は、令和５年１０月１７日から２０日に、当該工場の敷地境界から約５００ⅿ以内の井

戸５か所で実施したＰＦＡＳ調査の結果（速報値）を１１月８日に公表した。 

・調査の結果、当該工場周辺井戸４か所で、国の定める地下水の暫定目標値（ＰＦＯＳとＰ

ＦＯＡの合算値 50ｎｇ/Ｌ）を超えるＰＦＡＳ（350～1,300ｎｇ/Ｌ）が検出された。 

・市は、当面の措置として、「三保地区の井戸については、当分の間は飲用を控えてくださ

い。」と注意喚起した。 

・また、折戸・駒越地区についても、今後実施する追加調査結果が判明するまでの予防的対

応として、井戸の地下水の多量の飲用を控えることを検討いただくよう要請した。 

・工場周辺井戸で暫定目標値を上回るＰＦＡＳの検出結果を踏まえ、市は地下水への影響範
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囲を調べるための追加調査と、モニタリング井戸における毎日測定を実施することとした。 

・三保地区において、井戸水のＰＦＡＳ調査をご希望の方には、市が調査を行うこととした。 

・三保半島地区の地下水への流れを推定するため、数値解析（地下水流動解析）を行うこと

とした。 

・当該工場・地元自治会・市の三者連絡会の設置について、１１月８日付けで合意された。 

・住民の不安に寄り添い、透明性を確保しながら適切な情報発信を行っていくため、市（環

境保全課）ホームページ「ＰＦＡＳ調査の結果及び今後の対応について」（１１月１日公

開開始）において、市からのお知らせや、実施している調査結果（速報値）について随時

掲載した。 

・市公式ＳＮＳアカウントからも当該ホームページについて周知を図った。 

・静岡市ＰＦＡＳ相談窓口（０５４－２２１－１３５９）を設置した。 

４ 測定結果の信頼度確認を行うことを表明（１１月２２日市長記者会見） 

・市が実施した調査結果は、１１月中に公表予定であったが、測定結果に理解できないよう

なデータがあったことを受け、公表を一時中止して、検査方法の信頼性を確認することと

した。 

・具体的には、複数の検査機関で同じ検体を分析し、バラツキを確認することで検査結果の

信頼性を確認する。 

・その上で、改めて結果を評価し、対応方針を発表することとした。 

・高いＰＦＡＳ濃度の可能性が高いことから、濃度低減対策については、新たな調査結果を

待たずに、対策（排水や地下水のＰＦＡＳ濃度をどうやって下げるか）について、検討を

進めることとした。 

５ ＰＦＡＳ調査の信頼性確認結果（１２月８日市長記者会見で公表） 

・市が実施したＰＦＡＳ調査におけるデータの測定幅を確認するため、分析機関２者（市環

境保健研究所とＡ社）で同じ検体を用いた測定を行った結果、市の分析結果について測定

の幅が確認できた。（精度は±20％程度） 

・これまでのデータを整理して、１２月１２日に発表予定とした。 

・ＰＦＡＳに関する調査結果や対応について、迅速かつ一元的に情報提供するため、市役所

内に対応チームを設置した。 
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ＰＦＡＳ（ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ）の法令上の位置付け、 

健康への影響についての環境省等の見解 

１ ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡに関する日本国内の法規制状況等 

（１）環境基本法（２０２０年５月に追加） 

「人の健康の保護に関する要監視項目」 

公共用水域及び地下水：ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ「合算で 50ｎｇ/Ｌ以下」（暫定指針値） 

事業場に対する規制ではなく、国及び地方公共団体が基準達成に対する義務があるが、

要監視項目は有害性に関する知見を集積するべき項目であり、達成義務がない。地域の

実情で、必要に応じて監視すべき項目とされている。 

（２）水質汚濁防止法 

この法律は、「公共用水域」や「地下水」の水質を守るため、汚れた水が排出される施設

（特定施設）がある事業場（特定事業場）から公共用水域に排出される水（排出水）と

地下に浸透する水を法律で規制するもの。ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡは「指定物質」に２０

２３年２月に追加。 

・「指定物質」とは「公共用水域に大量に排出されることにより人の健康若しくは生活環

境に係る被害を生ずるおそれがある物質として、政令で定めるもの」。 

・有害物質とは異なり、指定物質についての排水基準はなく、河川への流出等の事故発生

時には都道府県及び政令市への報告義務あり。三井・ケマーズ フロロプロダクツ（株）

清水工場については、指定物質に追加される２０２３年２月より前にＰＦＯＡの使用を

廃止していたため、報告義務は生じない。 

（３）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 

  （化管法：ＰＲＴＲ法） 

・２０１０年度分から「ＰＦＯＳ」の移動量届出義務 

・２０２３年度分から「ＰＦＯＡ」の移動量届出義務 

・現時点で、静岡市内の事業場の移動量の報告はない。 

（４）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法） 

 ・２０１０年 「ＰＦＯＳ」第一種特定化学物質に指定 

 ・２０２１年 「ＰＦＯＡ」第一種特定化学物質に指定 

 ・第一種特定化学物質は基本的に「製造、輸入、使用は原則禁止」されている。 

（５）水道法（２０２０年４月 水質基準の水質管理目標設定項目に追加） 

 ・「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの和として 50ｎｇ/Ｌ」（暫定目標値） 

 ・暫定目標値は水道水質管理上、注意喚起すべき項目とされている。 
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（６）三井・ケマーズ フロロプロダクツ（株）清水工場について 

・水質汚濁防止法の特定施設は存在するが、ＰＦＡＳについては、法の排水基準項目に

該当しないため、水質汚濁防止法の規制を受けない。 

２ ＰＦＯＳ等についての使用実績の確認について 

・静岡市においては、ＰＦＯＳは２０１０年度分から、ＰＦＯＡは２０２３年度分から報

告義務が課せられた以降、ＰＦＯＳ等を年間１トンを超えて製造・使用・廃棄した旨の

報告を行った事業場はない。 

・市としては、確認のため「報告義務が課せられた２０１０年度以前にＰＦＯＳ等を使用

した可能性がある大規模事業場」を対象に、使用実績について、聴き取り調査を行っ

た。この結果、市内の一事業場から「２０１３年以前は使用していたものの同年１２月

までには使用を取りやめた」との回答を得た。 

３ ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡの健康への影響について（環境省） 

（１）人の健康への影響（環境省『ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに関するＱ＆Ａ集』２０２３年７月より）

ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡは、動物実験では、肝臓の機能や仔動物の体重減少等に影響を及

ぼすことが指摘されています。また、人においてはコレステロール値の上昇、発がん、

免疫系等との関連が報告されています。しかし、どの程度の量が身体に入ると影響が出

るのかについてはいまだ確定的な知見はありません。そのため、現在も国際的に様々な

知見に基づく検討が進められています。国内において、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの摂取が主

たる要因と見られる個人の健康被害が発生したという事例は確認されていませんが、環

境省は厚生労働省と連携し、最新の科学的知見に基づき、暫定目標値の取扱いについ

て、専門家による検討を進めています。 

（２）飲み水について（環境省『ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに関するＱ＆Ａ集』２０２３年７月より） 

Ｑ：一部の地域では、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが飲み水に含まれている場合があると聞きまし

た。大丈夫なのでしょうか。 

Ａ：飲み水中のＰＦＯＳ、ＰＦＯＡが暫定目標値を超えることがないように、水道事業者

等による管理をお願いしています。なお、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの摂取が主たる要因と

みられる個人の健康被害が発生したという事例は、国内において確認されていません

が、最新の科学的知見に基づき、暫定目標値の取扱いについて、専門家による検討を

進めています。 

（３）体内蓄積について（環境省『ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに関するＱ＆Ａ集』２０２３年７月より） 

Ｑ：永遠の化学物質と聞きました。一度身体に入ったら一生残るのでしょうか。 

Ａ：一生身体の中に残るわけではありません。 

解説：ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡは代謝されにくいものですが、消化管から体内に吸収され、そ

の後ゆっくりではありますが、体内から排泄されていくと考えられています。例え
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ば、欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ）によると、新たな摂取がない場合に人の体内の

濃度が半分になるまでの時間（半減期）はＰＦＯＳで約３.１～７.４年、ＰＦＯＡ

で約２.３～８.５年と見積もられています。このため、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡは身体

に残り続けるものではなく、摂取量が減れば体内濃度も下がります。なお、実際の

半減期は摂取量によって異なります。 

（４）血液濃度の基準について（環境省『ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに関するＱ＆Ａ集』２０２３年７月より） 

Ｑ：健康影響に関する血中濃度の基準はないのですか。ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの血液検査を

受ければ健康影響を把握できますか。 

Ａ：現時点での知見では、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が個人に生じるかに

ついては明らかとなっていません。このため、血中濃度に関する基準を定めることも、

血液検査の結果のみをもって健康影響を把握することも困難なのが現状です。 

４ 日本の水道に係る暫定目標値 50ｎｇ/Ｌの設定理由 

（環境省『ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに関するＱ＆Ａ集』２０２３年７月より）

２０２０年に設定された日本の水質の暫定目標値（50ｎｇ/Ｌ）は、当時の科学的知見に

基づき、体重５０ｋｇの人が水を一生涯にわたって毎日２リットル飲用したとしても、この

濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられる水準を基に設定されたもので

す。 

＜日本と諸外国等の飲料水に係るＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの目標値等＞ 

国 
目標値（ｎｇ／Ｌ） 

備考 
ＰＦＯＳ ＰＦＯＡ 

日本 

（２０２０） 
５０（ＰＦＯＳ，ＰＦＯＡの合算）  

ＷＨＯ ― ― 

２０２２年に暫定ガイドライン値としてＰＦＯＳ１

００ｎｇ／Ｌ、ＰＦＯＡ１００ｎｇ／Ｌを提案。 

総ＰＦＡＳは５００ｎｇ／Ｌを提案。 

米国 

（２０１６） 
７０（ＰＦＯＳ，ＰＦＯＡの合算） 

２０２３年に、現時点での分析能力（定量下限４ｎ

ｇ／Ｌ）を考慮してＰＦＯＳ４ｎｇ／Ｌ、ＰＦＯＡ

４ｎｇ／Ｌとする規制値案を公表。２０２３年末ま

での規制値の決定を目指すとしている。

英国 

（２０２１） 
１００ １００  

ドイツ 

（２０１７） 
１００ １００ 

２０２３年に飲料水に係る法令が改正され、２０Ｐ

ＦＡＳ合計（Ｃ＝４～13 の各ＰＦＳＡ及びＰＦＣ

Ａ）１００ ｎｇ／Ｌは２０２６年、４ＰＦＡＳ（Ｐ

ＦＯＳ、ＰＦＯＡ、ＰＦＮＡ、ＰＦＨｘＳ）合計２

０ｎｇ／Ｌは２０２８年に適用予定。 
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カナダ 

（２０１８） 
６００ ６００ 

２０２３年に総ＰＦＡＳ３０ｎｇ／Ｌの目標値を提

案。 

5 WHOのがん研究機関である IARCの公表（令和５年１１月３０日） 

（１）公表の概要 

・ ＰＦＯＡについては、４段階ある分類のうち最も高い「ヒトに対して発がん性がある」

に引き上げた。（動物試験での発がん性の証拠が十分にあり、ヒトに対しての研究でが

ん発生のメカニズムに関する強い証拠が確認されたため） 

・ ＰＦＯＳについては、上から３番目の「ヒトに対して発がん性がある可能性がある」

に始めて位置づけた。（ヒトに対してのがん発生のメカニズムに関する強い証拠はある

が、動物実験での発がん性の証拠の強さは限られており、ヒトでの発がん性に関する

証拠の強さは不十分） 

【参考】 

グループ１   ：ヒトに対して発がん性がある（ＰＦＯＡ追加） 

 例：アルコール飲料、たばこの煙、太陽、アスベスト、プルトニウム 

グループ２Ａ ：ヒトに対しておそらく発がん性がある 

 例：マラリア、高温の揚げ物における放出物 

グループ２Ｂ ：ヒトに対して発がん性がある可能性がある（ＰＦＯＳ追加） 

 例：ガソリン 

グループ３  ：ヒトに対して発がん性について分類できない 

（２）ＩＡＲＣの発表に関する環境省及び食品安全委員会の見解

環境省は、ＰＦＡＳの健康影響について、国内での被害事例は確認されておらず、確定

的な知見はないとしているが、今回のＩＡＲＣの公表を踏まえ、健康影響への研究を本格

化させるとしている。（１２月５日付けＮＨＫ報道） 

ＩＡＲＣの発がん性分類は、ヒトに対する発がん性があるかどうかの「証拠の強さ」を

示すものである。物質の発がん性の強さやばく露量に基づくリスクの大きさ（発がんの可

能性とばく露量の相関）を示すものではない。（食品安全委員会ホームページより１２月

７日付け） 

（３）ＩＡＲＣの発がん性評価に関する静岡市の理解 

・ＷＨＯのＩＡＲＣの評価は、ＰＦＡＳとがんの発生の関係に「有意な正の相関がある」と

の科学的根拠の強さを評価したもの（危害要因として特定された）。 

・人における実際の発がん確率を示したものではない。（どの程度ばく露（例えば、食品の

摂取）すると、どの程度健康への有害影響が生じる可能性があるのか、どの程度の影響が

あるのかの評価（リスク評価）は行われていない。）

・例えば、一般的な化学物質の毒性の場合、閾値（いきち）があり、毒性が出ない領域がある。

ＩＡＲＣの評価は、このような評価を行ったものではない。 

・今後、ＷＨＯの別の専門家会議（ＪＥＣＦＡ）でリスク評価が行われる予定があるため、その知見
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が待たれる。 

・現時点では、「ＩＡＲＣの評価が出たとして、リスクを過大評価する」ことは避けるべきである。 

６ PFASのばく露（体内に入ること）に関する知見のまとめ 

  （参考資料：食品安全委員会 第５回有機フッ素化合物（PFAS）ワーキンググループ、資料３ PFAS評価書（案）ばく露）

 「ヒトは、PFAS を使用した家庭用品、食品、飲料、環境中などの様々な経路から PFAS にば

く露する可能性がある。（中略） 

 国内及び海外では、ばく露源やばく露レベルの把握のため、食品や飲料水の汚染実態の調査、

経口摂取によるばく露量の推定及び血中濃度等の生物学的指標によるばく露実態調査等が行

われている。」 

 「ヒトにおける PFAS のばく露について、その経路としては、食事及び飲料に加え、食品包装

や粉塵の経口摂取、カーペットや衣類等からの経口・吸入・経皮ばく露が指摘されている。海外

の報告によると、PFAS のばく露に関する寄与率は、生活環境等により異なるものの、食事に

よる摂取が主な経路であると考えられている。 

 食品中のPFAS濃度について、国内では、マーケットバスケット方式によるトータルダイエット

スタディのための試料を用いた調査が行われており、PFOS 又は PFOA が ＬOＱ 以上で（静

岡市注：ＬOＱ：定量下限）検出された食品群は、魚介類、藻類、肉類であったが、調査点数が少

なく、食品中の PFAS 濃度について論ずるためのデータとしては不十分である。」（同資料

P48） 

 「日本では、食品を含め、PFAS にばく露され得る媒体のデータが不足しており、大規模に血

中濃度等を測定するヒューマンモニタリングも行われていない。PFOS や PFOA の血中半減

期は数年にわたる長期間であり、体内動態については不確実な点が多いため、測定された血

中濃度の結果から PFAS を摂取・ばく露した量、時期、期間等を推測することは現時点の知見

では困難である。」（同資料P50） （下線は静岡市が加筆） 
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PFAS と健康の問題（静岡市の暫定の見解） 

・ＰＦＡＳは、世界の環境中に広く拡がっている。このため、世界中のどの食品も何らかの

量のＰＦＡＳが含まれている可能性が高い。 

・飲料水については、その地の水道水などを利用することが多い。よって、飲料の中心とな

る水道水については注意が可能である。 

・静岡市においては、水道水のＰＦＡＳ濃度は、水道の水質管理目標設定項目として設定さ

れている暫定目標値 50ｎｇ/Ｌを下回っている。よって、静岡市の水道水は安心して飲ん

でいただける。 

・地下水については暫定目標値を上回る濃度の場合は飲用を控えるのが望ましい。 

・現在、食品の摂取量については知見の蓄積が進められているが、水を除いて確定的な知見

はない。 

・食品中の含有実態については、現時点でデータが十分でないことから、国が今後進める食

品中の含有実態調査等の科学的データや知見の集積の様子を注視していく。 

・現時点においては、飲料水、とりわけ水道水に気を付けることが唯一の現実的な影響低減

策と考えられる。 

・国内では飲料水及び農畜水産物を介したＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの摂取が主たる要因とみられ

る個人の健康被害が発生した事例は確認されていないものと承知している。 

・現在、食品や飲料水を通じて摂取した場合の健康への影響については、国の食品安全委員

会が食品健康影響評価を進めている。 

・今後、食品安全委員会による評価の結果等の最新の科学的知見に基づき、市民の安全・安

心のための必要な対応をしっかりと進めていく。 
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静岡市水道水のＰＦＡＳ濃度について

１ 概要 

静岡市は令和２年より浄水場又は配水池の水道水ＰＦＡＳ濃度を、毎年場所を変えて検査

しています。令和２年９月から令和５年６月までの調査結果では暫定目標値５０ｎｇ／Ｌを

下回る５ｎｇ／Ｌ未満～11ｎｇ／Ｌとなっています。これらの検査結果及び静岡市の水道の

取水箇所と配水区域から考えると、静岡市上下水道局が供給する水道水についてはすべて暫

定目標値５０ｎｇ／Ｌを下回っていると推定されます。 

静岡市としては引き続き定期的な検査を行い、安全安心な水道水の供給に努めます。 

２ 検査結果一覧（令和２年から令和５年） 

検査日 検査地点 
結果 

（暫定目標値：５０ｎｇ／Ｌ）

２０２０年９月２３日 
葵区 瀬名第一公園 5 ｎｇ/Ｌ 未満 

清水区 谷津浄水場内 7 ｎｇ/Ｌ 

２０２１年６月２２日 
葵区 こすもすこども園 5 ｎｇ/Ｌ 未満 

駿河区 南安倍公園 5 ｎｇ/Ｌ 未満 

２０２２年６月６日 
清水区 宍原車庫 10 ｎｇ/Ｌ 

清水区 阿僧ポンプ場 11 ｎｇ/Ｌ 

２０２３年６月１９日 
清水区 善福寺農業集落排水処理施設 7 ｎｇ/Ｌ 

清水区 神沢児童遊園 8 ｎｇ/Ｌ 

採水地点 取水箇所と配水系統 

葵区 瀬名第一公園 牛妻水源地→門屋浄水場→門屋配水池 

清水区 谷津浄水場内 承元寺取水口→承元寺沈砂池→谷津浄水場 

葵区 こすもすこども園 与一３、４、６号井→与一受水槽 

駿河区 南安倍公園 
南安倍取水場１号井、中原取水場→南安倍配

水場 

清水区 宍原車庫 

和田島浄水場取水施設１、２、３号井、小河内

浄水場取水口→和田島浄水場、小河内浄水

場→小河内浄水場配水池→逢坂配水池 

清水区 阿僧ポンプ場 
由比第１取水口、第２取水枠→由比第１浄水

場、第２浄水場→室野調整池 

清水区 善福寺農業集落排水処理施設 蒲原第１取水口→蒲原第１浄水場 

清水区 神沢児童遊園 
蒲原第２取水口→蒲原第２浄水場→蒲原中

配水池 
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３ 取水箇所と配水区域の一覧 

（１）葵区 

・門屋浄水場で浄水した水道水は、葵区市街地及び東部に配水しています（紫矢印）。 

・与一取水場の井戸水を与一配水場で浄水した水道水は、賎機山周辺地域に配水しています

（青矢印）。 

（２）駿河区 

・南安倍取水場の井戸水を南安倍配水場で浄化した水道水は、駿河区に配水しています（紺

矢印）。 
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（３）清水区 

・谷津浄水場で浄水した水道水は、大平山配水池を経由して清水区市街地に配水しています

（青矢印）。 

・和田島浄水場で浄水した水道水は、興津、小河内、庵原東部地区に配水しています（赤矢

印）。 

・由比第１浄水場及び由比第２浄水場で浄水した水道水は、ポンプ場を経由して由比地区に

配水しています（赤矢印） 

・蒲原第１浄水場で浄水した水道水は、善福寺地区に配水しています（青矢印）。 

・蒲原第２浄水場で浄水した水道水は、蒲原中地区に配水しています（紫矢印）。 



令和５年 12 月 12 日市長記者説明 資料４ 

－ 1 － 

河川及び水路のＰＦＡＳ調査の結果（１０月１０日、１１日）

・令和５年１０月１０日から１１日に、市内５河川及び過去にＰＦＯＡの使用履歴のあった 

「三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社清水工場（以下「当該工場」）」の周辺水路１

地点の計６か所（下図参照）でＰＦＡＳ調査を実施した。 

・調査の結果（一部、速報値）、当該工場周辺水路１地点でＰＦＯＳとＰＦＯＡの合算値 50

ｎｇ/Ｌを超えるＰＦＡＳが検出された。 

・１２月７日に清水区駒越地区の浜田川で同様の調査を実施した結果、暫定目標値未満だっ

た。 

           (単位:ｎｇ/Ｌ)

地点名 ＰＦＯＳ ＰＦＯＡ 合計 測定日 

安倍川 安倍川橋  0.15 未満   0.77   0.9 10 月 11 日 

巴川  港橋  3.7   8.4   12 10 月 10 日 

浜川  浜川水門  2.7   3.0   5.8 10 月 10 日 

丸子川 ぺったん橋  2.4   4.6   7.1 10 月 11 日 

興津川 浦安橋  0.26   9.2   9.4 10 月 10 日 

当該工場周辺水路  0.29  270 ※270 10 月 10 日

浜田川 駒越北橋地先  1.0 未満   19   20 12 月７日(※1)

※１ 追加調査 

※２ ｎｇ（ナノグラム）は 10－9ｇ（グラム）を表します。 

※３ 上記表の合計値については、「公共用水域水質測定結果の報告について」（平成５年３月２９日環水基第５１

号環境庁水質保全局長通知）に基づいて処理するため、単純な合算値にはなりません。 
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１．三保半島における地下水面図

A’

B

B’

海岸地下水とくに砂洲の地下水について（ 山本荘穀地理学評論p19 1957 . 11） より

結論： 三保地区の淡水地下水は、海水地下水の上にレンズ状に浮かんだような状態になっている。
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２．三保半島における地下水の流れ

GL-0m

三保半島における地下水イメージ（ A－A’ 断面）

結論： 三保、折戸及び駒越地区の地下水はほとんど連続しておらず、それぞれ独立して形成されている。

基盤
地表面

３．三保半島の地下水の形状のイメージ図

三保半島における地下水イメージ（ B－B’ 断面）

・ 重い海水の上に、軽い汽水と淡水が乗った状態で、レンズ状の淡水層が形成される。

その分、海水が下方に押されている。

・ B点では、淡水が海水より軽い分、淡水の地下水位は高い位置となる。

⇒ 淡水がレンズ状に静かに乗った状態のため、レンズ状の淡水層内での自然の流れ

は小さい。
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４．地下海水も加えた地下水の流れのイメージ図

三保半島における地下水イメージ

結論： 地下海水を一定量取水しても、淡水地下水には影響しない。

県作成資料に静岡市が加筆
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概要

• 三保半島地区は沿岸域であることから、淡水と塩水が混合するエリアとなって
おり、地下では淡水レンズが形成されているという調査報告もあるなど、複雑
な地下水流動系となっていることが示唆されている。

• 水循環シミュレーションによって淡水・塩水の地下水流動系や拡散状況を可
視化することは有用な基礎データとなり得る。

• このため、既存の公開データを利用していくつかの仮定をおいて、水循環シ
ミュレーションを行い、三保半島地区の地下水流動系ならびにPFASの拡散状
況を予察的に推定することを目的とする。

解析方法は統合型水循環シミュレータ「GETFLOWS」を用いた。

① 三保半島地区モデルによる淡水・塩水地下水流動系の可視化

② 仮想物質を想定した拡散状況の可視化（精査中）

Geosphere Environmental Technology Corp.

（目的）

（検討項目）
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検討の対象領域（静岡市三保半島地区）

Geosphere Environmental Technology Corp.

• 三保半島とその周辺海域を
包含し、西側の山地部を含
むエリアを解析領域に設定

解析領域

事業場

河川・湖沼

建物

使用データ一覧

分類
データ
項目

管理者 資料名
データ期間
/発行年

データ
頻度

空間解像度/
縮尺/地点数

気象・
海洋

降水量 気象庁 メッシュ平年値2020 1981～2010 30年平年値 1km

気温 気象庁 メッシュ平年値2020 1981～2010 30年平年値 1km

潮位 気象庁 潮汐観測資料（清水港） 2013～2022 時間 1地点

塩分濃度 日本海洋データセンター 1度メッシュ塩分統計 1906～2003 月 1度

土地利用
土地被覆

土地利用
土地被覆

宇宙航空研究開発機構
地球観測研究センター

高解像度土地利用土地被覆図
日本域10m解像度

【2018～2020年】（ver.21.11）

2021年11月
発行

― 10m

土地被覆 国土地理院
基盤地図情報基本項目
（建築物の外周線）

2023年
11月時点
最新

― 1/2500相当

地形

陸域標高 国土地理院
基盤地図情報

数値標高モデル5mメッシュ

2023年
11月時点
最新

― 5m

海底標高

日本水路境界
海底地形デジタルデータ
M7001 Ver.2.4 関東南部

2022年11月 ―
10m間隔
等深線

静岡県清水港管理局
ポートオブ静岡2023_日英版_全

ページまとめ.pdf
2023年6月 ― ―

地質 地質図 産業技術総合研究所
20万分の1日本シームレス

地質図V2
2023年5月 ― 1/200,000

Geosphere Environmental Technology Corp.
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土地利用土地被覆

データ出典：高解像度土地利用土地被覆図
日本域10m解像度【2018～2020年】（ver.21.11）
（宇宙航空研究開発機構地球観測研究センター）

解析領域

事業場

市町村境界

標高分布

データ出典：
陸域⇒基盤地図情報数値標高モデル5mメッシュ（国土地理院）
海域⇒海底地形デジタルデータ M7001 Ver.2.4 関東南部（日本水路境界）

解析領域

事業場

市町村境界

海底地形等高線
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地質分布

新生代 第四紀 完新世
海岸・砂丘堆積物（H_ssd）

新生代 第四紀 後期完新世
盛り土・埋立地・干拓地（H2_or）

新生代 第四紀 完新世
谷底平野・山間盆地・河川
海岸平野堆積物 （H_sad）

新生代 第四紀 後期チバニアン期
段丘堆積物（Q22_std）

新生代 第四紀 後期チバニアン期
海成層（Q22_so）

新生代 第四紀 後期更新世後期～完新世
扇状地・崖錐堆積物 （Q33_H_std）

新生代 第四紀 後期更新世前期
段丘堆積物（Q31_std）

新生代 第四紀 後期更新世中期～後期更新世後期
段丘堆積物 （Q32-33_std）

データ出典：20万分の1日本シームレス地質図V2（産業技術総合研究所）

事業場

市町村境界

モデル化方針

Geosphere Environmental Technology Corp.

項目 モデル化方法

降水量
メッシュ平年値2020（気象庁）を用いて、各月の降水量から、以下の可能蒸発散量に0.65を掛けた実蒸発散量を差し
引くことで有効降水量を算出して与えた（22ページ参照）。但し、基盤地図情報基本項目（建築物の外周線）に該当す
る格子については、雨水排水されるものとして降水量を与えないものとした（23ページ参照）。

蒸発散量 メッシュ平年値2020（気象庁）の月平均気温からハーモン法によって各月の可能蒸発散量を算出した

積雪・融雪 考慮しない

気圧 標準大気圧（0.1MPa）を与えた

潮位
潮汐観測資料（清水港）の時間データを用いて、2013年1月1日～2022年12月31日の10年平均潮位：0.18856mを与え
た

海水
塩分濃度については、1度メッシュ塩分統計（日本海洋データセンター）を用いて、解析範囲に該当するメッシュの全
年・水深0mの平均塩分から34.21PSUを設定した。海水密度については1,025kg/m3とした。

粗度係数
高解像度土地利用土地被覆図日本域10m解像度（宇宙航空研究開発機構）の土地利用土地被覆区分に応じて一般
的な粗度係数を設定した

標高

陸域については、基盤地図情報数値標高モデル5mメッシュ（国土地理院）の標高データを与えた。海域については海
底地形デジタルデータ M7001 Ver.2.4 関東南部の等深線データを用い、データのない清水港内湾部においては、
「ポートオブ静岡2023_日英版_全ページまとめ.pdf」に示された埠頭の水深データから湾内の海底地形を推定し、これ
らを合成した標高データを与えた（16ページ参照）。

表層土壌
モデル全域に厚さ1mの表土層を一律に設けた。但し、基盤地図情報基本項目（建築物の外周線）に該当する格子に
対しては、舗装されているものとして難透水性を設定した。

地質
20万分の1日本シームレス地質図V2を用いて、第四紀層については個別に厚さを設定し、第三紀層についてはモデ
ル底面まで分布するとした。第三紀層については、浅部に風化・緩み部を三段階設けるものとした。

水理物性 地質区分毎に一般的な水理物性（透水係数、間隙率、2相流曲線）を設定した

水利用 考慮しない
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事業場

折戸湾

清水港

鎌ヶ崎

三保半島地区モデル鳥瞰図（標高で色分け）

• 水平解像度：三保半島周辺は約20m、
その他は約20m~約60m

• 鉛直解像度：1m～120m（浅層ほど細密
に分割）

• モデル底面：標高-500m

• 総格子数：637,600 ※鉛直方向を5倍に拡大して表示

三保半島地区モデル鉛直断面図

12/13/2023Geosphere Environmental Technology Corp.

A

A’

No.2
No.1
No.3

事業所

A A’

No.2 No.1
No.3

砂洲堆積物埋立土

海底堆積物

洪積層

鮮新統洪積層下部

※鉛直方向を5倍に拡大して表示
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解析条件（水理物性）

Geosphere Environmental Technology Corp.

地質区分 記号
透水係数
(m/s)

間隙率
(-)

2相流
曲線

表土層

一般エリア TS 1.0×10-3 0.4 砂

舗装エリア P 1.0×10-11 0.4 砂

埋立土 F 1.0×10-3 0.2 礫

海底堆積物 MD 1.0×10-4 0.3 砂

砂州堆積物 AG 1.0×10-3 0.2 礫

洪積層 DG 1.0×10-5 0.2 礫

鮮新統洪積層下部 PP
1.0×10-8～
1.0×10-12

0.05～
0.015

砂

鮮新統以外の第三紀層 TA
1.0×10-8～
1.0×10-14

0.05～
0.003

砂・
岩盤

解析条件（境界条件・初期条件）

Geosphere Environmental Technology Corp.

境界 圧力 水飽和率 塩分濃度

上面 標準大気圧 なし なし

側面 地下は流体・塩分の出入りのない閉境界、
地表部については陸域は流出境界、
海域は海水による水位固定境界

底面 流体・塩分の出入りのない閉境界

• シミュレーションは、日平均降水量を与え続け、安定した状態に
至るまで実施した

• 初期条件は、海域を除いた地上に水は無く、地下を海水で飽和
した状態（圧力は地表面に海水があるとしたときの静水圧分布）
とした。海域は、10年平均潮位：0.18856mの海水を与えた。
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地下水流動場の可視化（自由地下水位）

自由地下水位を標高で表示したもの
赤いところが地下水の標高が高い。赤いところから青いところに向けて水が流れる。

標高

事業場
地下水調査地点

地下水流動場の可視化（流動経路）

事業場

地下水調査地

点

地表面直下に配置した粒子の3次元的な流動経路
を水平面内に投影表示したもの。
赤が地下水が流れる方向。青は地表水。



8

白破線：海岸線

折戸湾

清水港

鎌ヶ崎

地下水流動場の可視化（塩分濃度と流動方向）

※鉛直方向を5倍に拡大して表示

事業場

複数の東西方向の
鉛直断面における
塩分濃度を表示したもの

※PSU：海水1kg中に含まれる
塩分をgで表したものに相当

地下水流動解析結果

地下水流動解析で、次のような結果が得られた。

• 工場付近の地下水位については、三保付近の工場南側
が高く、海域沿岸部の工場北側は低い。

• 地下水は当該工場のおおよそ南側から北側に流れる傾
向にあり、当該工場から折戸方向への流れはない。

• 三保、折戸地区では、いくつかの淡水レンズが独立して形
成されており、各々の淡水レンズ間の淡水地下水の流動
はほとんどない。（＝「PFAS濃度が淡水地下水の動きに
よって隣りの地区へ移動する」という現象は生じない）



令和５年 12 月 12 日市長記者説明 資料６ 

－ 1 － 

これまでのＰＦＡＳの影響範囲の考え方の総括（１２月８日まで）

１ ＰＦＡＳの製造使用履歴を確認し、使用事業所を特定 ⇒ １事業所 

２ 水道水への影響の確認 ⇒ 問題なし ⇒ 安心して利用が可能 

３ 河川・水路の水質調査 ⇒ 河川については問題なし。工場周辺水路の値が高い。 

令和５年１０月１０日から１１日に、市内５河川及び過去にＰＦＯＡの使用履歴のあった 

「三井・ケマーズ フロロプロダクツ株式会社(以下「事業者」)清水工場（以下「当該工場」）」の

周辺水路１地点の計６か所（別紙１参照）でＰＦＡＳ調査を実施した。 

調査の結果、１地点で国の定める公共用水域の暫定指針値（ＰＦＯＳとＰＦＯＡの合算値 50

ｎｇ/Ｌ）を超えるＰＦＡＳが検出された。詳細は下表のとおり。 

           (単位:ｎｇ/Ｌ)

地点名 ＰＦＯＳ ＰＦＯＡ 合計 測定日 

安倍川 安倍川橋  0.15 未満   0.77   0.9 10 月 11 日 

巴川 港橋  3.7   8.4   12 10 月 10 日 

浜川 浜川水門  2.7   3.0   5.8 10 月 10 日 

丸子川 ぺったん橋  2.4   4.6   7.1 10 月 11 日 

興津川 浦安橋  0.26   9.2   9.4 10 月 10 日 

当該工場周辺水路  0.29  270 ※270 10 月 10 日

浜田川（参考）  1.0 未満   19   20 
12 月７日 

（追加） 

 ※ １の位を切り捨てた数値で表すため、合計は 270 という表記とした。 

 ※ ｎｇ（ナノグラム）は 10－9ｇ（グラム）を表す。 

４ 事業者が実施した当該工場排水のＰＦＯＡ濃度調査結果の聴取り ⇒ 高濃度を確認 

・市は、事業者が独自に実施した当該工場排水のＰＦＯＡ濃度にかかる分析結果（令和５

年２月から１０月まで）について、１０月３１日に、事業者から情報提供を受けた。 

・２月から８月までは月１回の測定を行った。測定地点は、工場内から外部水路へ排水

する場所の敷地内境界地点。公共用水域の暫定指針値と比べると、その２～１０倍の

値程度だった。 

・この原因を推定して８月中に対策を取るとともに、９月以降ＰＦＡＳ濃度の測定頻度

を増やした。 

・９月の測定値は７日のうち３日、１０月は１３日のうち２日、暫定指針値を超過して

いた。 

５ 当該工場近隣（半径５００ⅿ程度以内）の地下水への影響範囲の把握 

・当該工場近隣の井戸５か所の地下水調査結果をもとに濃度の広がる影響範囲を把握する。

この調査の結果によっては、調査範囲を拡大する。 



令和５年 12 月 12 日市長記者説明 資料６ 

－ 2 － 

６ 隣接地区の地下水への影響について（その時点での推定） 

・地形等から三保地区の淡水地下水と折戸や駒越地区の淡水地下水との連続性は小さいと

考えられている。 

・ＰＦＡＳの地下水への影響範囲を確認するため、追加調査を実施する。 

・地下水流動解析を実施する。 

７ 地下水流動解析の実施 

地下水流動解析で、次のような結果が得られた。 

・工場付近の地下水位については、三保付近の工場南側が高く、海域沿岸部の工場北側は低

い。 

・地下水は当該工場のおおよそ南側から北側に流れる傾向にあり、当該工場から折戸方向へ

の流れはない。 

・三保、折戸地区では、いくつかの淡水レンズが独立して形成されており、各々の淡水レン

ズ間の地下水の流動はほとんどない。（＝「ＰＦＡＳ濃度が淡水地下水の動きによって隣

りの淡水レンズへ移動する」という現象は生じない） 

８ データの信頼度を確認することを決定

・追加調査の結果で、近隣でも、隣接地点の結果に差があり、また、当該工場から距離が離

れており、地下水が連続していないと考えられる場所からも 50ｎｇ/Ｌを上回る調査結果

となった。 

・このことから、公表のためには、データの信頼性（バラツキの幅）の確認が必要と判断し

た。 

９ 市の分析結果については、信頼性（バラツキ）の幅は±20％程度であると確認 

・市が実施したＰＦＡＳ調査におけるデータの測定幅を確認するため、分析機関２者（市環

境保健研究所とＡ社）で同じ検体を用いた測定値比較を行った。 

検体名 
ＰＦＡＳ合計値 

環境保健研究所 Ａ社 

検体 1 0.93 

検体  1 1.08 

検体 1 0.95 

検体 1 0.81 

検体 1 1.00 

※ 環境保健研究所の分析結果を基準値（＝１）として、Ａ社は基準値に対する比率を表す。

10 追加測定結果から「影響範囲が広いこと」、「三保雨水ポンプ場の排水が高濃度であるこ

と」を認識 

（以上） 



令和５年 12 月 12 日市長記者説明 資料７－１ 

－ 1 － 

三保雨水ポンプ場の排水のＰＦＡＳの濃度とその原因

１ 当該工場及びその周辺（三保雨水ポンプ場を含む）の測定結果について 

 当該工場周辺水路及び水路から海域への流出部、並びに周辺井戸２か所で毎日実施してい

るＰＦＡＳ濃度の調査結果（一部速報値を含む）から次の事実が判明した。 

・三保雨水ポンプ場の排水は 3,900～11,000ｎｇ/Ｌの高濃度。 

・この濃度は当該工場前の水路の濃度（27～2,700ｎｇ/Ｌ）より高い。 

 毎日調査実施地点図 



令和５年 12 月 12 日市長記者説明 資料７－１ 

－ 2 － 

毎日調査結果（単位：ｎｇ／Ｌ） 

日付 

(令和 5年) 

水路（当該工場前） 海域（水路流出部）※１ 事業場東側 

(地下水Ａ)

事業場西側 

(地下水Ｂ)

三保雨水 

ポンプ場 10:30 11:30 10:30 11:30 

10月31日 51 79

11月 1日 120 74

11月 ２日 150 150

11月 3日 210 67

11月 ４日 43 100 75 540

11月 5日 38 130 160 130

11月 6日 130 180 230 1,500

11月 ７日 600 390 70 230

11月 ８日 200 110 260 120

11月 ９日 220 120 260 110

11月 10日 230 2,700 190 810

11月 11日 78 110 320 230

11月 1２日 100 100 250 860

11月 13日 66 96 220 150 1,100 430

11月 1４日 120 150 120 450 1,300 370 7,500

11月 15日 36 130 190 480 1,800 380

11月 16日 41 66 150 660 1,300 490

11月 1７日 980 1,600 170 380 1,600 450

11月 1８日 63 欠測※2 46 930 1,200 350

11月 1９日 49 43 57 63 1,400 380

11月 ２0日 39 46 89 88 1,300 420

11月 ２1日 29 27 調査中 調査中 1,200 330

11月 ２２日 34 30 調査中 調査中 1,300 350 9,400

11月 ２3日 35 33 調査中 調査中 1,200 380 5,700

11月 ２４日 59 58 調査中 調査中 1,300 420 6,000

11月 ２5日 260 52 調査中 調査中 1,400 370 6,300 

11月 ２6日 32 51 調査中 調査中 1,400 400 11,000 

11月 ２７日 140 130 調査中 調査中 1,400 390 4,500 

11月 ２８日 150 100 調査中 調査中 1,400 400 3,900 

11月 ２９日 87 61 調査中 調査中 1,500 380 調査中 

11月 30日 31 27 調査中 調査中 1,300 390 調査中 

斜線部分は毎日調査開始前の期間。 

※１ 海域（水路流出部）の結果は速報値。 

※２ 容器が破損したため欠測。 
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－ 3 － 

２ 三保雨水ポンプ場のＰＦＡＳ濃度が高い理由の推定 

（１）当初の推定 

・雨水ポンプ場は、主として雨水を、地下管路等を通じてポンプ場地下に流入させ、それ

をポンプアップして海へと排水するもの。「ポンプ場へは、主として降雨による水が短時

間で集まってくるため、ＰＦＡＳ濃度は高くない」と見込んでいた。 

・１１月１４日の値が高いため、異常値又は測定の誤りの可能性があると考え毎日検査と

した。 

（２）調査結果 

・１１月２２日から開始した毎日調査において、三保雨水ポンプ場の排水を分析した結

果、3,900～11,000ｎｇ/Ｌの高濃度でＰＦＡＳが検出された。その後の測定値の信頼度

の確認の結果、この濃度の信頼度が高いことがわかった。 

（３）ポンプ場の濃度が高い原因の推定 

①三保雨水ポンプ場流入経路のＰＦＡＳ濃度 

 三保雨水ポンプ場の排水から高濃度のＰＦＡＳが検出されたことを受け、当該ポンプ

場に接続される雨水幹線で、ＰＦＡＳ濃度の調査を行った。その結果は以下のとおり。 

・事業場西側Ａ１：25,000ｎｇ/Ｌの高濃度 

・事業場南側Ａ２：300ｎｇ/Ｌの濃度 

・事業場北側Ｂ１：7,900ｎｇ/Ｌの濃度 

・事業場東側Ｂ２：120ｎｇ/Ｌ、北東側Ｃ１：1,900ｎｇ/Ｌの濃度 



令和５年 12 月 12 日市長記者説明 資料７－１ 

－ 4 － 

②流入経路の推定 

・全体として、濃度は 50ｎｇ/Ｌを大きく超えているもののポンプ場からより遠いＡ

２、Ｂ２のＰＦＡＳ濃度は相対的に低い。 

・工場敷地西側隣接のＡ１及び北側隣接のＢ１の濃度が極めて高い。 

・Ａ１からポンプ場に繋がる雨水幹線の一部は、当該工場の西側敷地内を通過してい

る。また、管路の標高が地下水位より低い。 

・工場への聴き取りの結果、ＰＦＡＳは主に工場の西側で使用されていることが分かっ

た。 

・このことから、工場内の高濃度の地下水が何らかの理由で雨水幹線に入り込んだ結

果、Ａ１で高いＰＦＡＳ濃度が検出されたのではないかと推定される。 

③ポンプ場の濃度の推定 

・ポンプ場へは、三保１号雨水幹線及び３号雨水幹線から雨水が流入する。 

・３号幹線は極めて高濃度Ａ１（25,000ｎｇ/Ｌ）の影響を受け、高濃度でポンプ場へ流

入する。 

・それと１号幹線の高濃度Ｂ１（7,900ｎｇ/Ｌ）の水が混合され、ポンプ場内の濃度

（5,700～11,000ｎｇ/Ｌ）になっていると推定される。 

・対策としてはＡ１、Ｂ１の濃度を下げることが有効と考えられる。 
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 地下水の追加調査結果

１ 地下水の追加調査結果 

 ＰＦＡＳの地下水への影響範囲を調べるために、11 月 15 日に、調査範囲を折戸地区、駒

越地区にまで広げて以下の追加調査を行った。調査結果から次の事実が判明した（調査結果

はＰＦＯＳとＰＦＯＡの合算値）。 

（１） 三保地区 

（ア）当該工場敷地境界から約５００ⅿ圏内の民間井戸 

・淡水井戸８か所：100～730ｎｇ/Ｌの濃度 

※ 調査対象井戸８か所は地点非公表（Ｎｏ．６～１３）。 

（イ）三保半島先端地区  

・塩化地下水井戸４か所：11～41ｎｇ/Ｌの濃度 

※ 調査対象井戸（塩化地下水井戸）４か所は地点非公表 

（Ｎｏ．１７、１９、２０、２８）。 

（ウ）民間井戸（Ｎｏ．１４～１６） 

・淡水井戸（日本軽金属(株)清水工場内）３か所：110～1,700ｎｇ/Ｌの濃度 
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（２） 折戸地区 

・淡水井戸２か所：170～360ｎｇ/Ｌの濃度 

・塩化地下水井戸２か所：3～5ｎｇ/Ｌの濃度 

※ 調査対象井戸（淡水井戸２か所及び塩化地下水井戸２か所）は 

  全て地点非公表（Ｎｏ．２１～２４）。 

（３） 駒越地区 

 ・淡水井戸３か所：150～210ｎｇ/Ｌの濃度 

 ※ 調査対象井戸３か所は地点非公表（Ｎｏ．２５～２７）。 
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地下水追加調査結果 

Ｎｏ． 地区 種別 調査結果（ｎｇ／Ｌ） 地点公表 区分 

６ 三保 淡水 150 非公表 （１）（ア） 

７ 三保 淡水 410 非公表 （１）（ア） 

８ 三保 淡水 380 非公表 （１）（ア） 

９ 三保 淡水 180 非公表 （１）（ア） 

１０ 三保 淡水 730 非公表 （１）（ア） 

１１ 三保 淡水 100 非公表 （１）（ア） 

１２ 三保 淡水 190 非公表 （１）（ア） 

１３ 三保 淡水 550 非公表 （１）（ア） 

１４ 三保 淡水 1,700 公表 （１）（ウ） 

１５ 三保 淡水 110 公表 （１）（ウ） 

１６ 三保 淡水 540 公表 （１）（ウ） 

１７ 三保 塩化地下水 11 非公表 （１）（イ） 

１８ 欠番 

１９ 三保 塩化地下水 41 非公表 （１）（イ） 

２０ 三保 塩化地下水 18 非公表 （１）（イ） 

２１ 折戸 淡水 360 非公表 (2) 

２２ 折戸 淡水 170 非公表 (2) 

２３ 折戸 塩化地下水 5 非公表 (2) 

２４ 折戸 塩化地下水 3 非公表 (2) 

２５ 駒越 淡水 160 非公表 (3) 

２６ 駒越 淡水 210 非公表 (3) 

２７ 駒越 淡水 150 非公表 (3) 

２８ 三保 塩化地下水 19 非公表 (1)(イ) 

２ 地下水流動解析結果

 三保、折戸はいくつかの淡水レンズが独立して形成されており、各々の淡水レンズ間の地

下水の流動はほとんどない。 
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３ 三保、折戸及び駒越地区の地下水ＰＦＡＳ濃度 

（１）当初の推定 

・過去の知見により、地形等の関係から三保地区と折戸地区・駒越地区の淡水地下水は、連

続していないものと推定していた。 

・従って、折戸、駒越地区の淡水地下水のＰＦＡＳ濃度は暫定目標値より低いと推定してい

た。 

・地下海水については、海洋から流入しているため、ＰＦＡＳ濃度は低いと推定していた。 

（２）調査結果 

・三保地区の淡水井戸１１か所で 110～1,700ｎｇ/Ｌ、折戸地区の淡水井戸２か所で 170～

360ｎｇ/Ｌ、駒越地区の淡水井戸３地点で 150～210ｎｇ/Ｌと、全ての地点で 50ｎｇ/Ｌ

を上回った。 

・三保地区の地下海水４か所は 11～41ｎｇ/Ｌ、折戸地区の地下海水２か所は 3～5ｎｇ/Ｌ

と全て暫定目標値以下であった。 

４ 折戸地区・駒越地区の淡水地下水の濃度が 50ｎｇ/Ｌを上回る原因の推定 

・地下水流動解析結果では、三保の地下水淡水レンズから折戸、駒越方向に流入する淡水地

下水は確認されなかった。 

・よって、折戸地区、駒越地区の淡水地下水濃度が高い理由は、三保地区からの淡水地下水

の流入ではなく、別の理由があると考えられる。 

・別途、浜田川の河川水濃度を測定したところ 20ｎｇ/Ｌであり、50ｎｇ/Ｌを下回ってい

る。河川水は一部地下水も流入するが、主として降雨による地表面及び地下浅部の水が短

期間に流出していると考えられる。 

・折戸、駒越地区の淡水地下水濃度が高いのは、河川水とは異なる現象によるものと推定さ

れる。 

５ 海水濃度 

・清水港内海水の濃度については測定していないが、港内には巴川が流入し、かつ潮汐によ

り海洋水と交換されている。このため、清水港内の海水のＰＦＡＳ濃度は低いものと推定

される。 

参考値 ： 巴川の流入量と三保雨水ポンプ場の水が混合した場合 

   （12ｎｇ/Ｌ×170 万 ＋7,000ｎｇ/Ｌ×１万 ）÷（170 万 ＋１万 ）

  ＝53ｎｇ/Ｌ 
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今後の対策

１ 基本方針 

（１） 前提 

① 健康被害との関係 

・ ＰＦＡＳのうち、ＰＦＯＡ・ＰＦＯＳについては、永遠の化学物質とも言われるように、自然界に

広く安定的に存在する。 

・ 健康被害については、一般的には、少量のばく露（体内への取り入れ）が直ちに健康被害を

もたらすのではなく、他の要因と同様に、個人差はあるものの、閾値（いきち）を超えて  

ばく露すると健康被害の発生の可能性が高くなる。（PFASについてはこの知見はない） 

・ ＰＦＯＡ・ＰＦＯＳのばく露の主たるものは、飲料水や食品の摂取である。 

・ 飲料水や食品には、ほとんどすべて何らかの量のＰＦＯＡ・ＰＦＯＳが含有されている。 

・ しかし、その含有量は明らかではない。 

・ 一方、飲用水の内、その地域で消費される水道水については含有量が検査されている。 

・ よって現時点での最も有効な影響回避策としては、濃度の高い飲料水を長期にわたり摂

取しないことである。 

・ 静岡市の水道水中のＰＦＯＡ・ＰＦＯＳは暫定目標値 50ｎｇ/Ｌ を大きく下回っており、飲用

に問題はない。 

・ 井戸地下水については、ＰＦＯＡ濃度が高い場合は飲用を控えるべきである。 

・ 食品については、まだ十分な知見がないため、対処が困難である。 

② 対策による地下水のPFAS濃度の低下の効果 

・ 国内他地域の実例において、様々な対策が取られているが、地下水の PFAS 濃度の低下

は遅々としている。（例えば大阪府の事例） 

・ 対策としては、地下水の拡散防止、汚染源の土壌等の浄化が考えられる。 

・ このような対策の迅速な実施が必要であるが、効果が出るまでには時間がかかると考え

られる。 

２ 事業者のＰＦＡＳ除去対策 

 現在、当該事業者と市において、今後の対策を検討している。市としては、主たる原因者

として、当該事業者に対し、有効な対策を取るよう要請するとともに、より有効な対策が取

れるよう協力していく。事業者の暫定対策は以下のとおり。（事業者から表明予定）

（１）当該工場排水 

－中長期的対策－

・排出水のＰＦＡＳ濃度を確認しながら、必要に応じて除去装置の稼働台数を順次増強

する。 
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（２）当該工場地下水 

－短期的対策－

・地下水を汲み上げ、活性炭除去装置で処理してから排出する（令和５年 12 月 18 日稼

働予定）。 

－中長期的対策－

・工場敷地境界へ地下遮水壁を設置し、地下水の敷地外への流出を防ぐ（検討中）。 

・活性炭浄化装置の増強（検討中）。 

（３）当該工場敷地内土壌 

－短期的対策－

・工場敷地内を６０ⅿメッシュで区切り、ＰＦＯＡの土壌分析を実施（令和６年１月）。 

－中長期的対策－

・ＰＦＯＡの土壌分析結果に基づいて掘削除去を実施（検討中）。 

・土壌表面のコンクリートによる被覆（検討中）。 

（４）三保雨水ポンプ場（雨水幹線を含む）排水 

－短期的対策－

・三保雨水ポンプ場に集まった雨水を汲み上げ、活性炭で吸着処理して戻す（令和５年

12 月 18 日の週に試運転予定）。（効果確認の実証実験として実施） 

・雨水幹線に合流する三井所有暗渠を補修（令和５年 12 月実施予定）。 

・雨水幹線を補修。（令和６年３月を目標に検討中）。 

－中長期的対策－

・雨水幹線を流れる水を汲み上げて工場敷地内で処理し、雨水幹線に戻す。 

（５）その他 

－短期的対策－

 ・工場前水路の浚渫を実施（令和６年１～３月実施で準備中）。 

３ 静岡市の基本方針 

（１）住民への注意喚起 

・三保、折戸及び駒越地区の淡水井戸については当分の間は飲用を控えていただくことを

要請 

（２）三保雨水ポンプ場排水の濃度低下対策の実施 

 ・事業者と協議し、浄化装置及び雨水幹線への地下水の流入防止対策を早期に実施 

（３）事業者に対する早期対策実施の要請 
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（４）当該事業者・地元自治会・市の三者連絡会による対策の協議 

・当該事業者、三保地区連合自治会及び静岡市(環境保全課)の三者は、令和５年１１月 

２７日(月)に締結した「三者連絡会に係る覚書」に基づき今後の対策を早急に協議する。 

（５）情報発信と相談窓口の設置 

・市は、住民の不安に寄り添い、透明性を確保しながら適切な情報発信を行っていく。 

・このため、市（環境保全課）ホームページ「ＰＦＡＳ調査の結果及び今後の対応に 

ついて」（１１月１日公開開始）において、市からのお知らせや、実施している調査結

果（速報値）について随時掲載する。 

・市公式ＳＮＳアカウントからも当該ホームページについて周知を図る。 

・静岡市ＰＦＡＳ相談窓口（０５４－２２１－１３５９）を設置 

ホームページ「ＰＦＡＳ調査の結果及び今後の対応について」 

ＵＲＬ https://www.city.shizuoka.lg.jp/503_000040.html 

（６）モニタリング調査の継続 

 ・現在実施中のモニタリング調査を継続 

・当該工場周辺水路及び水路から海域への流出部、海域部（追加） ３か所 

・当該工場周辺井戸       ２か所 

・三保雨水ポンプ場       １か所 

（７）範囲を拡大した井戸地下水調査の実施 

・清水区内の井戸水について、より広範囲のＰＦＡＳ調査を実施 

（実施個所については検討中） 

（８）土壌・海域のＰＦＡＳ調査 

 ・三保半島の土壌調査を実施。（実施箇所については検討中）  


